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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ⅷ　

兵
士
は
窃
盗
し
て
は
な
ら
な
い
。
兵
士
は
個
人

の
財
産
を
尊
重
す
る
。

ⅸ　

兵
士
は
戦
争
法
規
の
違
反
行
為
が
生
じ
な
い
よ

う
に
最
大
限
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦

争
法
規
の
違
反
行
為
が
あ
れ
ば
、
す
べ
て
上
官
に
報

告
す
る
。

※
2
：
講
義
資
料
（
下
図
）

※
3
：
在
日
米
陸
軍
司
令
部
法
務
部
国
際
法
課
長
か

ら
紹
介
さ
れ
た
訓
練
資
料
「
孤
立
し
た
状
況
下
に
お

け
る
生
存
法
、回
避
、抵
抗
、脱
出
に
係
る
（SERE

）

訓
練
」（A

rm
y Regulation 350-30 Code of 

Conduct, Survival, Evasion, Resistance, 
and Escape

（SERE

）T
raining

）

※
4
：
明
治
39
年
12
月
5
日
、
マ
ル
テ
ン
ス
は
長
官

の
資
格
を
も
っ
て
「
戦
争
間
に
お
け
る
日
本
国
内
で

の
露
国
の
俘
虜
の
取
扱
は
極
め
て
懇
篤
で
あ
っ
た
」

と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
赤
十
字
条
約
改
正
会
議
等
の

国
際
会
議
の
場
に
お
い
て
も
再
三
に
わ
た
り
日
本
の

俘
虜
取
扱
い
を
称
賛
し
て
い
る
。

2
0
2
6
年
陸
修
偕
行
社
カ
レ
ン
ダ
ー
の
ご
案
内

編
集
委
員
会

　

2
0
2
6
年
・
令
和
8
年
の
陸
修
偕
行
社
カ
レ

ン
ダ
ー
が
完
成
し
ま
し
た
。旧
軍
と
陸
自
の
装
備
を
、

偕
行
ア
ー
ト
ク
ラ
ブ
の
柴
田
幹
雄
氏
が
水
彩
で
描
い

た
も
の
で
す
。
大
き
さ
は
A
4
中
綴
じ
、
見
開
き
で

A
3
の
大
き
さ
で
す
。
陸
軍
で
は
97
式
中
戦
車
、
一

式
戦
闘
機
二
型
「
隼
」
な
ど
が
、
陸
自
で
は
「
25
式

偵
察
警
戒
車
、
V-

22
オ
ス
プ
レ
イ
な
ど
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
販
売
価
格
は
一
部
6
0
0
円
（
税
込
・

送
料
別
途
）
で
、
10
部
以
上
は
送
料
無
料
で
す
。

★
お
申
込
み
：
は
が
き
、
F
A
X
ま
た
は
E
メ
ー

ル
で
希
望
部
数
、
送
り
先
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号

及
び
カ
レ
ン
ダ
ー
希
望
を
記
入
し
て
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。
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